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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第57期

第２四半期
連結累計期間

第58期
第２四半期
連結累計期間

第57期

会計期間
自平成26年４月１日
至平成26年９月30日

自平成27年４月１日
至平成27年９月30日

自平成26年４月１日
至平成27年３月31日

売上高 (百万円) 40,504 46,585 90,424

経常利益 (百万円) 4,558 4,925 10,799

親会社株主に帰属する四半期(当

期)純利益
(百万円) 2,858 3,254 7,464

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 3,124 2,648 10,672

純資産額 (百万円) 96,604 104,285 103,218

総資産額 (百万円) 120,220 130,302 129,525

１株当たり四半期(当期)純利益金

額
(円) 25.41 28.94 66.37

潜在株式調整後１株当たり四半期

(当期)純利益金額
(円) 25.36 28.87 66.23

自己資本比率 (％) 80.2 79.9 79.5

営業活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) 2,004 3,490 8,963

投資活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) 2,516 △5,978 △661

財務活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) △1,267 △1,259 △2,245

現金及び現金同等物の四半期末

(期末)残高
(百万円) 20,095 19,106 23,760

 

回次
第57期

第２四半期
連結会計期間

第58期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自平成26年７月１日
至平成26年９月30日

自平成27年７月１日
至平成27年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 17.99 19.42

　(注)１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

　　　２　売上高には、消費税等は含んでおりません。

　　　３　当社は平成26年10月１日付で普通株式１株につき３株の株式分割を行っております。第57期の期首に当該株式

分割が行われたと仮定して、１株当たり四半期(当期)純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)

純利益金額を算定しております。

　　　４　「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号　平成25年９月13日)等を適用し、第１四半期連結累計期

間より、「四半期(当期)純利益」を「親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益」としております。

 

２【事業の内容】

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判

断したものであります。

　なお、第１四半期連結累計期間より、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号　平成25年９月13日)

等を適用し、「四半期純利益」を「親会社株主に帰属する四半期純利益」としております。

 

(１)業績の状況

　当第２四半期連結累計期間(平成27年４月１日～平成27年９月30日)の経済状況は、国内においてはインバウンド

需要や原油安などに支えられ堅調に推移しました。一方、海外においては中国経済の減速やシリアの難民問題など

により、経済やエネルギー情勢は不透明な状況となりました。

　このような状況の中でミウラグループは、「世界のお客様に対して、省エネルギーと環境保全でお役に立つ」こ

とを経営理念として、お客様が抱えられている様々な問題に対して、「トータルソリューション」を提供する活動

を継続しております。

　国内では、主力の高効率ガス焚きボイラーのMI(多缶設置)システムを積極的に提案し、また、新たな市場として

期待されているバラスト水処理装置の販売も本格化させました。

　海外では、省エネルギー及び環境負荷低減を基本としたソリューション提案営業を継続し、更なるメンテナンス

サービスの充実を図るため、拠点網の展開に努めました。

　当第２四半期連結累計期間の連結業績につきましては、国内では、当社シェアの比較的低い化学工業界や製紙業

界などへの提案活動を積極的に行い、売上を伸ばしました。海外では、韓国や中国などにおいて順調に推移し、さ

らに円安効果や決算期の変更による季節的要因もあり、売上を伸ばしました。この結果、売上高は465億８千５百

万円と前年同四半期(405億４百万円)と比べ15.0％増となり、６期連続増収で過去最高を更新しました。

　利益面につきましては、国内では人件費や研究費及び減価償却費、海外では拠点展開費用などが増加しました

が、増収効果により営業利益は45億８千４百万円と前年同四半期(39億２千１百万円)と比べ16.9％増、経常利益は

49億２千５百万円と前年同四半期(45億５千８百万円)と比べ8.1％増となりました。親会社株主に帰属する四半期

純利益は国内の法人税率の引下げなどにより32億５千４百万円と前年同四半期(28億５千８百万円)と比べ13.9％増

となり、過去最高を更新しました。

　セグメントの業績の概況は、次のとおりであります。

①国内機器販売事業

　国内機器販売事業は、小型貫流ボイラー及び関連機器・食品機械及びメディカル機器は、引続き堅調に推移しま

した。舶用関連では、舶用ボイラーの売上が好調に推移し、バラスト水処理装置の本格的な出荷を開始しました。

この結果、当事業の売上高は235億４百万円と前年同四半期(215億５百万円)と比べ9.3％増となりました。セグメ

ント利益につきましては、売上総利益率の低い製品の売上が伸びたことに加え、ベースアップの実施や増員などに

より人件費が増加すると共に、バラスト水処理装置など新製品に係る研究費及び減価償却費なども増加したため７

億６千９百万円と前年同四半期(７億９千９百万円)と比べ3.8％減となりました。

②国内メンテナンス事業

　国内メンテナンス事業は、ボイラー容量の大型化や設置台数が増加したことにより、有償保守契約の売上が堅調

に推移しました。この結果、当事業の売上高は132億７千万円と前年同四半期(125億３千万円)と比べ5.9％増とな

りました。セグメント利益につきましては、ベースアップの実施や増員により人件費が増加しましたが、増収効果

により31億９千６百万円と前年同四半期(28億９千９百万円)と比べ10.2％増となりました。

③海外機器販売事業

　海外機器販売事業は、中国では環境対策として高効率ガス焚きボイラーの売上が増加し、韓国では財閥企業を中

心にMI(多缶設置)システムの効率性が認識され売上が増加しました。また、米国においても堅調な売上となりまし

た。さらに円安効果や決算期の変更による季節的要因が加わり売上を大きく伸ばしました。この結果、当事業の売

上高は79億３千８百万円と前年同四半期(49億４千１百万円)と比べ60.7％増となりました。セグメント利益につき

ましては、ベースアップの実施や増員などにより人件費が増加しましたが、増収効果により５億１千２百万円と前

年同四半期(１億８千６百万円)と比べ175.3％増となりました。
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④海外メンテナンス事業

　海外メンテナンス事業は、積極的なメンテナンス網の拡大や大手ユーザーに対する有償保守契約の取得活動を行

いました。この結果、当事業の売上高は18億７千１百万円と前年同四半期(15億２千７百万円)と比べ22.6％増とな

りました。セグメント損益につきましては、各国ともメンテナンス網の整備及び増員を行い経費が増加したことか

ら、△１億４千９百万円と前年同四半期(△９千５百万円)と比べ損失が拡大しました。

 

(２)財政状態及びキャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間末における財政状態につきましては、総資産は、前連結会計年度末に比べ７億７千７

百万円増加し、1,303億２百万円となりました。これは、現金及び預金や有価証券が減少しましたが、商品及び製

品等のたな卸資産の増加やブラジルの現地法人(非連結)への増資により投資有価証券が増加したことによるもので

す。負債は、前連結会計年度末に比べ２億８千９百万円減少し、260億１千７百万円となりました。これは、前受

金や未払法人税等が増加しましたが、消費税率引上げの影響による未払消費税及び賞与引当金などが減少したこと

によるものです。純資産は、前連結会計年度末に比べ10億６千６百万円増加し、1,042億８千５百万円となりまし

た。この結果、自己資本比率は79.9％となりました。

　当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

　営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期と比べ14億８千５百万円増加し、34億９千万円の収入とな

りました。これは主に、法人税等の支払額が減少したためです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

　投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期と比べ84億９千５百万円支出が増加し、59億７千８百万円

の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出は減少しましたが、有価証券や関係会社株式の

取得による支出が増加したためです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

　財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期と比べ７百万円支出が減少し、12億５千９百万円の支出と

なりました。この支出は主に、配当金の支払いによるものです。

　以上により、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比べ39億

７百万円減少し、さらに連結子会社の決算期変更に伴い７億４千６百万円減少して191億６百万円となりました。

 

(３)事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　なお、当社は「株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」については、定

めておりません。

 

(４)研究開発活動

　当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は、11億３千５百万円であります。

　なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(１)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 300,000,000

計 300,000,000

 

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成27年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成27年11月13日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 125,291,112 125,291,112
東京証券取引所

(市場第一部)
単元株式数　100株

計 125,291,112 125,291,112 － －

 

 

(２)【新株予約権等の状況】

　当社は、当第２四半期会計期間において、新株予約権を発行しております。

 

 決議年月日  平成27年６月26日

 新株予約権の数(個)  497　(注)１

 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)  ―

 新株予約権の目的となる株式の種類  当社普通株式

 新株予約権の目的となる株式の数(株)  49,700　(注)１

 新株予約権の行使時の払込金額(円)  １株当たり１円

 新株予約権の行使期間

 平成27年７月16日～平成57年７月15日

 ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときは、そ

の前営業日を最終日とする。

 新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額(円)

 発行価格　1,360円　(注)４

 資本組入額　(注)５

 新株予約権の行使の条件  (注)３

 新株予約権の譲渡に関する事項
 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認

を要するものとする。

 代用払込みに関する事項  ―

 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項
 (注)７

(注)１　新株予約権１個につき目的となる株式数　100株

　ただし、新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以

下、株式分割の記載に同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合

の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。

　調整後株式数＝調整前株式数×分割又は併合の比率
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　また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合及びその他これらの

場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株

式数の調整を行うことができる。

　なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

　また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を

新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公

告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知

又は公告するものとする。

２　新株予約権の払込金額

新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズモデルにより算出した１株当たりのストック・オプ

ションの公正な評価単価に、付与株式数を乗じた金額とする。

　なお、新株予約権の割り当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもっ

て相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものとする。

３　新株予約権の行使条件

　新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業

日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。

　新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から６ヶ月を経過する

日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。

　その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところ

による。

４　新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格

　発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(１株当たり１円)と付与日における新株予約権の公正な評価単

価を合算した価格としている。

５　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

　 (１) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場

合は、これを切り上げるものとする。

　 (２) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、(１)記載の資本金等

増加限度額から(１)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

６　新株予約権の取得条項

　新株予約権者が権利行使をする前に、(注)３の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使

できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することが

できる。

　以下Ａ、Ｂ又はＣの議案につき、当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取

締役会で承認された場合)、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、同時点で権利行使されていない

新株予約権を無償で取得することができる。

　Ａ　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

　Ｂ　当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

　Ｃ　当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

７　組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

　当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会

社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を

総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき

吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力

発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式

移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以

下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第

１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。た

だし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割

契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
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　 (１) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

　 (２) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

　 (３) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)１に準じて決定する。

　 (４) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に(注)

７(３)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額

とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再

編対象会社の株式１株当たり１円とする。

　 (５) 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行

為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使するこ

とができる期間の満了日までとする。

 　(６) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)５に準じて決定する。

 　(７) 譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす

る。

 　(８) 新株予約権の行使条件

　(注)３に準じて決定する。

 　(９) 新株予約権の取得条項

　(注)６に準じて決定する。

 

 

(３)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

(４)【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

(５)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額

(百万円)

資本準備金
残高(百万円)

平成27年７月１日～

平成27年９月30日
― 125,291 ― 9,544 ― 10,031
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(６)【大株主の状況】

  平成27年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社(信託口)
東京都港区浜松町２丁目11番３号 9,212 7.35

STATE STREET BANK AND TRUST

COMPANY
One Lincoln Street, Boston MA USA 02111 8,205 6.55

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社(信託口９)
東京都中央区晴海１丁目８番11号 6,008 4.80

株式会社伊予銀行 愛媛県松山市南堀端町１番地 5,329 4.25

株式会社愛媛銀行 愛媛県松山市勝山町２丁目１番地 5,017 4.00

三浦工業従業員持株会 愛媛県松山市堀江町７番地 4,590 3.66

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社(信託口)
東京都中央区晴海１丁目８番11号 3,424 2.73

愛媛県 愛媛県松山市一番町４丁目４番２号 3,000 2.39

公益財団法人三浦教育振興財団 愛媛県松山市本町２丁目１番21号 3,000 2.39

いよぎんリース株式会社 愛媛県松山市三番町４丁目12番１号 2,906 2.32

計 － 50,694 40.46

(注)　１　当社は自己株式12,787千株を保有しておりますが、当該株式には議決権がないため、上記の大株主から除

いております。

２　平成27年８月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において(報告義務発生日　平成27年８月

18日)、International Value Advisers, LLCが下記の株式を所有している旨が記載されているものの、当

社として当第２四半期会計期間末時点における当該法人名義の実質所有株式数の確認ができませんので、

上記大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

(千株)
株券等保有割合

(％)

International Value Advisers,

LLC

717 Fifth Avenue,

10th Floor, New York, NY 10022
12,602 10.06
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(７)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成27年９月30日現在
 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

普通株式　 12,787,700
― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式　112,477,700 1,124,777 ―

単元未満株式 普通株式　　　 25,712 ―
一単元(100株)未満の株

式

発行済株式総数 125,291,112 ― ―

総株主の議決権 ― 1,124,777 ―

(注)　「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式65株が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成27年９月30日現在
 

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義

所有株式数(株)
他人名義

所有株式数(株)
所有株式数
の合計(株)

発行済株式総数
に対する所有

株式数の割合(％)

(自己保有株式)

三浦工業株式会社

愛媛県松山市堀江

町７番地
12,787,700 ― 12,787,700 10.21

計 ― 12,787,700 ― 12,787,700 10.21

 

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府

令第64号)に基づいて作成しております。

 

２　監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成27年７月１日から平成

27年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成27年４月１日から平成27年９月30日まで)に係る四半期連結財

務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成27年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 20,310 19,825

受取手形及び売掛金 25,094 24,641

リース投資資産 2,065 2,059

有価証券 11,873 11,173

商品及び製品 4,901 5,524

仕掛品 2,491 3,070

原材料及び貯蔵品 5,621 5,947

繰延税金資産 2,120 2,117

その他 1,074 1,007

貸倒引当金 △73 △65

流動資産合計 75,480 75,302

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 21,812 21,616

機械装置及び運搬具（純額） 3,368 3,299

土地 11,674 11,550

建設仮勘定 859 912

その他（純額） 1,559 1,551

有形固定資産合計 39,275 38,930

無形固定資産 659 657

投資その他の資産   

投資有価証券 11,072 12,089

退職給付に係る資産 1,651 1,963

その他 1,417 1,391

貸倒引当金 △32 △32

投資その他の資産合計 14,109 15,412

固定資産合計 54,044 55,000

資産合計 129,525 130,302
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成27年９月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,201 2,864

関係会社短期借入金 30 30

未払法人税等 1,174 1,677

前受金 7,865 9,110

製品保証引当金 634 609

賞与引当金 3,522 3,082

資産除去債務 13 6

その他 7,355 5,969

流動負債合計 23,798 23,349

固定負債   

繰延税金負債 1,628 1,794

役員退職慰労引当金 55 60

退職給付に係る負債 445 527

その他 380 285

固定負債合計 2,508 2,668

負債合計 26,307 26,017

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,544 9,544

資本剰余金 10,088 10,097

利益剰余金 86,306 88,115

自己株式 △7,056 △7,035

株主資本合計 98,883 100,721

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,560 2,444

為替換算調整勘定 3,030 2,183

退職給付に係る調整累計額 △1,483 △1,277

その他の包括利益累計額合計 4,108 3,350

新株予約権 205 212

非支配株主持分 21 －

純資産合計 103,218 104,285

負債純資産合計 129,525 130,302
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

売上高 40,504 46,585

売上原価 23,331 27,549

売上総利益 17,172 19,036

販売費及び一般管理費 ※ 13,251 ※ 14,452

営業利益 3,921 4,584

営業外収益   

受取利息 93 95

受取配当金 87 96

受取賃貸料 193 198

為替差益 42 －

その他 232 123

営業外収益合計 649 513

営業外費用   

支払利息 0 1

為替差損 － 144

その他 13 26

営業外費用合計 13 172

経常利益 4,558 4,925

特別利益   

固定資産売却益 4 2

特別利益合計 4 2

特別損失   

固定資産売却損 1 0

固定資産除却損 9 30

特別損失合計 11 30

税金等調整前四半期純利益 4,550 4,897

法人税等 1,692 1,642

四半期純利益 2,858 3,254

非支配株主に帰属する四半期純利益 0 －

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,858 3,254
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

四半期純利益 2,858 3,254

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 429 △116

為替換算調整勘定 △405 △729

退職給付に係る調整額 242 239

その他の包括利益合計 265 △605

四半期包括利益 3,124 2,648

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,123 2,651

非支配株主に係る四半期包括利益 0 △2
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 4,550 4,897

減価償却費 1,130 1,349

退職給付費用 － 449

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） 131 △312

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 96 32

貸倒引当金の増減額（△は減少） △17 2

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,412 △394

株式報酬費用 40 37

受取利息及び受取配当金 △180 △191

支払利息 0 1

為替差損益（△は益） 45 73

有形固定資産除売却損益（△は益） 7 27

売上債権の増減額（△は増加） 1,879 △187

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,189 △1,000

仕入債務の増減額（△は減少） 342 △148

前受金の増減額（△は減少） 1,070 1,092

その他 △1,172 △1,349

小計 4,323 4,380

利息及び配当金の受取額 182 190

利息の支払額 △0 △1

法人税等の支払額 △2,501 △1,078

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,004 3,490

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △5,074 △5,255

定期預金の払戻による収入 5,557 5,219

貸付けによる支出 △216 △1

貸付金の回収による収入 18 2

有価証券の取得による支出 △4,000 △10,500

有価証券の売却及び償還による収入 9,200 6,700

投資有価証券の取得による支出 △1 △507

投資有価証券の売却及び償還による収入 400 －

関係会社株式の取得による支出 － △622

関係会社出資金の払込による支出 △121 －

有形固定資産の取得による支出 △3,103 △992

有形固定資産の売却による収入 21 6

その他 △163 △27

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,516 △5,978
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  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 10 －

リース債務の返済による支出 △2 △1

自己株式の取得による支出 △1 △0

自己株式の売却による収入 － 0

配当金の支払額 △1,273 △1,235

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式

の取得による支出
－ △22

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,267 △1,259

現金及び現金同等物に係る換算差額 △81 △160

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,172 △3,907

現金及び現金同等物の期首残高 16,922 23,760

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物

の増減額（△は減少）
－ △746

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 20,095 ※ 19,106
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【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

(海外子会社の決算日の変更)

　連結財務情報のより適正な開示を図るため、第１四半期連結会計期間より、韓国MIURA工業株式会社他５社につ

きましては、決算日を３月31日に変更し、三浦工業設備(蘇州)有限公司につきましては、連結決算日である３月

31日に仮決算を行い連結する方法に変更しております。

　この決算期変更により平成27年１月１日から平成27年３月31日までの損益は、利益剰余金の減少208百万円とし

て調整しております。

 

 

(会計方針の変更)

(企業結合に関する会計基準等の適用)

　「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号　平成25年９月13日。以下「連結会計基準」と

いう。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事業分離等会計

基準」という。)等を第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分

変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上

する方法に変更しております。また、第１四半期連結会計期間の期首以降実施される企業結合については、暫定

的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財

務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支

配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間及

び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

　当第２四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴わない子

会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分

に記載しております。

　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－５項(4)及び事

業分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時点から

将来にわたって適用しております。

　これによる影響額は軽微であります。

 

 

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

(税金費用の計算)

　税金費用につきましては、当社は当第２四半期会計期間を含む会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　なお、連結子会社は法定実効税率をベースとした簡便な方法を採用しております。

 

 

(四半期連結損益計算書関係)

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

 
　前第２四半期連結累計期間
 (自 平成26年４月１日
  至 平成26年９月30日)

　当第２四半期連結累計期間
 (自 平成27年４月１日
  至 平成27年９月30日)

給料 3,899百万円 4,191百万円

退職給付費用 496 539

役員退職慰労引当金繰入額 5 6

賞与引当金繰入額 1,146 1,336

貸倒引当金繰入額 △14 3

 

EDINET提出書類

三浦工業株式会社(E01478)

四半期報告書

17/22



(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第２四半期連結累計期間
 (自 平成26年４月１日
  至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
 (自 平成27年４月１日
  至 平成27年９月30日)

現金及び預金勘定 17,078百万円 19,825百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △5,356 △5,391

有価証券勘定に含まれる運用期間が

３か月以内の短期投資
8,372 4,672

現金及び現金同等物 20,095 19,106

 

 

(株主資本等関係)

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間(自平成26年４月１日　至平成26年９月30日)

 １　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額
(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月27日

定時株主総会
普通株式 1,274 34.00 平成26年３月31日 平成26年６月30日 利益剰余金

 

 ２　基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額
(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年11月４日

取締役会
普通株式 974 26.00 平成26年９月30日 平成26年11月26日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間(自平成27年４月１日　至平成27年９月30日)

 １　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額
(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年６月26日

定時株主総会
普通株式 1,237 11.00 平成27年３月31日 平成27年６月29日 利益剰余金

(注)　当社は、平成26年10月１日付で普通株式１株につき３株の株式分割を行っております。１株当たり配当

額は、株式分割を考慮した額を記載しております。

 

 ２　基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額
(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年11月２日

取締役会
普通株式 1,125 10.00 平成27年９月30日 平成27年11月25日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間(自平成26年４月１日　至平成26年９月30日)

　　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      (単位：百万円)

 
国内

(注)１

海外

(注)１

合計
調整額

(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３ 

機器販売
事業

メンテ
ナンス
事業

機器販売
事業

メンテ
ナンス
事業

売上高        

外部顧客への売上高 21,505 12,530 4,941 1,527 40,504 － 40,504

セグメント間の内部売上高

又は振替高
856 36 127 － 1,021 △1,021 －

計 22,362 12,567 5,069 1,527 41,525 △1,021 40,504

セグメント利益又は損失(△) 799 2,899 186 △95 3,790 130 3,921

　(注)　１　報告セグメントの「国内」の区分は国内連結会社、「海外」の区分は海外連結会社の事業活動に係るもので

あります。

２　調整額には、セグメント間の内部取引消去が含まれております。

３　セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間(自平成27年４月１日　至平成27年９月30日)

　　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      (単位：百万円)

 
国内

(注)１

海外

(注)１

合計
調整額

(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３ 

機器販売
事業

メンテ
ナンス
事業

機器販売
事業

メンテ
ナンス
事業

売上高        

外部顧客への売上高 23,504 13,270 7,938 1,871 46,585 － 46,585

セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,045 40 81 22 1,189 △1,189 －

計 24,549 13,311 8,019 1,894 47,775 △1,189 46,585

セグメント利益又は損失(△) 769 3,196 512 △149 4,328 255 4,584

　(注)　１　報告セグメントの「国内」の区分は国内連結会社、「海外」の区分は海外連結会社の事業活動に係るもので

あります。

２　調整額には、セグメント間の内部取引消去が含まれております。

３　セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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(１株当たり情報)

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
 (自　平成26年４月１日
  至　平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
 (自　平成27年４月１日
  至　平成27年９月30日)

(1)１株当たり四半期純利益金額 25円41銭 28円94銭

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

(百万円)
2,858 3,254

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益金額(百万円)
2,858 3,254

普通株式の期中平均株式数(千株) 112,467 112,484

(2)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 25円36銭 28円87銭

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額

(百万円)
― ―

普通株式増加数(千株) 210 258

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

― ―

(注)　当社は、平成26年10月１日付で普通株式１株につき３株の株式分割を行っております。前連結会計年度の期首

に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額を算定しております。

 

 

２【その他】

平成27年11月２日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ)中間配当による配当金の総額　　　　　　　　　1,125百万円

(ロ)１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　10円00銭

(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日　　　　　平成27年11月25日

(注)　平成27年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成27年11月13日

 

三浦工業株式会社

取　締　役　会　　御　中

 

 

有限責任監査法人トーマツ

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 世　良　敏　昭　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 宮　本　芳　樹　　印

 

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている三浦工業株式会
社の平成27年４月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成27年７月１日から平成
27年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27年９月30日まで）に係る四半期連結財務
諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・
フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
 
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する
結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し
て四半期レビューを行った。
　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
 
監査人の結論
　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、三浦工業株式会社及び連結子会社の平成27年９月30日現在の財政状態
並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していない
と信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
 
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
 

以　上
 
 
　(注)１　上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。
　　　２　ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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